






































 

 

令和７年 

第５回高松市議会（定例会） 

答 弁 要 旨 

 

 

 

 

９月議会 

高松市教育委員会 

 

報告事項２ 資料  



日程 質問者 質問項目 答弁者 頁

代表質問
9月11日 斉藤　　修　議員 14 本市独自の防災教育の構築について

（自由民主党清新会）

津波・高潮による浸水被害が想定される学校の防災教育 教育長 1

24 教員が安心して働き続ける環境づくりについて

 (1) 若手教員の育成に関する課題認識と独自支援策 教育長 2

 (2) 経験豊富なベテラン教員の活用と、仕事と子育ての両立支援の
     取組

教育長 3

 山西　朋子　議員 ８ 本市に夜間中学を設置する必要性の認識と、今後の対応につい 教育長 4

（市民フォーラム21） 　て

９ 学校給食調理場の単独校の整備について

   老朽化と児童生徒数の変動を踏まえ、各調理場の計画的な整備
　を着実に推進し、子どもたちの健やかな成長を支える安全・安心な
　給食環境を早期に実現する考え

教育長 5

代表質問

9月12日 中村　伸一　議員 １ 放課後児童クラブの待機児童解消について
（公明党議員会）

 (2) 待機児童の解消に向けて、品川区「すまいるスクール」のように、
　  すべての児童を対象とした学校施設一体型運営の導入について
    の考え【参考】

市長 6

３ いじめ防止基本方針の実効性と学校現場の対応状況について

 (1) いじめ防止基本方針の実効性を高めるための検証体制と改善
     の取組

教育長 6

 (2) いじめ根絶に向けて、スクールカウンセラー等の専門人材の活
     用並びに地域・家庭との連携をどのように強化していくのか

教育長 7

４ 多様な学びの支援について

 (1) 香川県の校内サポートルーム（ＫＳＲ）研究指定校事業の高松市
     における成果と課題

教育長 7

 (2) 文部科学省の補助拡充を踏まえた、校内教育支援センターの設
　  置校数の拡大と支援員・スクールカウンセラーの配置強化の考え

教育長 8

 (3) ＩＣＴを活用した不登校の児童・生徒に対する支援の体制 教育長 8

５ ＧＩＧＡスクール構想の成果と今後の展開について

 (1) ＧＩＧＡスクール構想のこれまでの成果と、学校現場での活用状
     況

教育長 9

 (2) ＧＩＧＡスクール構想第２期として、教育データ・生成ＡＩの活用を
     含めた展開

教育長 9

 (3) ＩＣＴ活用による教員支援と働き方改革への波及効果 教育長 10

６ 英語教育の充実について

 (1) タブレット端末を活用した、個別最適化された英語教育の推進 教育長 10



日程 質問者 質問項目 答弁者 頁

 (2) 対話型・実践型の英語教育を充実させるための教材整備と教員
　　の支援体制の構築をどのように進めていくのか

教育長 11

 (3) 東大和市のようなオンライン英会話授業の導入事例を参考にし
     た、実践的英語学習の機会を拡充する考え

教育長 11

７ 学校の働き方改革について

 (1) 最新の法改正を踏まえた学校の働き方改革に関する実施計画
     の策定と公表を行う考え

教育長 12

 (2) 総合教育会議において、教職員の健康管理を含む働き方改革
     をテーマとして取り上げる考え

教育長 12

質疑

藤沢　やよい　議員 議案第90号 令和７年度高松市一般会計補正予算（第４号）について
(日本共産党議員団)  (1) 放課後児童クラブ施設整備事業費678万8,000円

  ② 高松市こども計画の待機児童解消のテンポ、規模が全く実情
     に合っていないが、教育委員会と協議した結果はどうなったの
     か【参考】

健康福祉
局長

13

  ③ 空き教室などを活用し待機児童解消を急ぐ考え【参考】 健康福祉
局長

13

一般質問　

9月16日 香川　洋二　議員 １ もりとみず基金について
（自由民主党清新会）

 (3) 大川村での体験活動等を含めた環境教育、総合学習を推進す
     る考え

教育長 14

５ 政府骨太方針における教育分野について

 (1) 市立小中学校における生成ＡＩの利活用状況と今後の展開及び
     学習者用デジタル教科書の導入状況

教育長 15

 (2) 高松第一高等学校における女子学生の理系分野への進学状況 教育長 15

 白石　義人　議員 １ 子育て支援について
（自由民主党議員会）  (2) 子どもとスマートフォンやゲーム機との関わり

  ① ネット・ゲーム依存を防止するに当たり、家庭内での工夫や子ど
　　もの自発的行動を促すための取組

教育長 16

  ②「レンタル方式」を家庭教育の工夫の一つとして紹介するなど、学
     校やＰＴＡを中心に、より一層広く周知啓発に取り組む考え

教育長 16

岡田　まなみ　議員 ３ 教育問題について
（日本共産党議員団）  (1) 小中学校給食費の無償化

   ① 国による小学校給食費無償化の確実な早期実現のために、市
      としても積極的に後押しする考え

市長 17

   ② 市としては国の予算待ちにならず、小中学校の無償化を実施
      する考え

市長 17

   ③ おいしくて安全で栄養価が高い、子どもの成長や発達に資する
      学校給食を続ける考え

教育長 18



日程 質問者 質問項目 答弁者 頁

 (2) 教科書採択過程の公開

      子どもたちが人権や平和を尊ぶ「社会の形成者」になるために重
     要な意味を持つ教科書採択であることから、傍聴に関するルール
     を明確に定めるなどして会議を公開すべきと考えるがどうか

教育長 18

杉本　勝利　議員 １ 令和７年６月から職場の熱中症対策が義務化されたことを受けて
（自由民主党清新会）   の職員の環境整備について

 (1) 本市の学校給食調理場における熱中症対策の強化を図る考え 教育長 19

３ 本市の公共施設のバリアフリーについて

　(3) 市立小中学校施設のバリアフリー化の現状と、今後推進してい
　　 く考え

局長 19

４ 不登校児童生徒への対応について

 (1) 学校以外の多様な学びの場や居場所の確保により、不登校児
    童生徒の学習権が十分に保障できるような取組

教育長 20

 (2) オンラインの活用による出席扱いの考え 教育長 20

 (3) 学校給食費の停止手続と周知

   ① 長期欠席時の給食停止手続とその周知状況 教育長 20

   ② ホームページ等での制度案内と情報発信 教育長 21

 (4) 校内サポートルーム（ＫＳＲ）の設置等

   ① 市立小中学校におけるサポートルーム（ＫＳＲ）の設置状況 教育長 21

   ② 外部有識者を交えた協議体の設置 教育長 21

一般質問　

9月17日 五条　陽子　議員 ２ 部活動の地域展開について
（無所属）

 (1) 部活動地域移行支援コーディネーターからなされた提案を、今
     後の施策にどのように反映していくのか

教育長 22

 (2)「創造都市高松」として、文化部活動のスムーズな地域展開にど
     のように取り組んでいくのか

教育長 22

 (3) 部活動の今後の在り方について本市としてどう取り組むのか 教育長 23

北谷　 悌邦　議員 ２ 夏季休業中の子どもの居場所づくりについて
（自由民主党清新会）

 (1) 夏季休業中における児童の生活習慣の維持をどのように図る
　　のか

教育長 24

３ 教育環境と学力の向上について

 (1) 全国学力・学習状況調査で上位を目指す考え 教育長 24

 (2) トライアルステイ等にもつながるよう、学校教育の充実を推進し
    て、シビックプライドの醸成を目指すことで、子どもたちが将来本市
    に定住し、本市の発展に寄与していくことに対する考え

教育長 25



日程 質問者 質問項目 答弁者 頁

 (3) デジタルを駆使した教育を更に推進する考え 教育長 25

 (4) 教員が集中して授業づくりや学力の向上に向けて取り組める環
     境づくりを、スピード感をもって推進していく考え

教育長 26

一般質問　

9月18日 䭜　　正彦　議員 １ 読書文化について
（自由民主党清新会）

 (1) 市内の様々な場所で本が読める環境づくりに取り組む考え 教育長 27

 (2) ビブリオバトル開催の経緯と現状、および活性化を図る考え 教育長 27

 (3) 読書活動の重要性を周知啓発していく考え 教育長 28

 (4) 「本のまち」としてのシティープロモーションを進める考え 教育長 28

糸瀨　文史　議員 １ 市立小学校にミストシャワーを設置する考えについて 局長 29

（自由民主党清新会）

２ 小中学校における防犯対策訓練について 教育長 29

大浦　真由美　議員 ２ 市立小・中学校における熱中症対策について
（自由民主党清新会）

 (1) 「熱中症警戒アラート」の発表時を含む学校現場での対策 教育長 30

 (2) 「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合の対応と、保護者
　　への周知方法

教育長 30

 (3) オンラインでの授業実施における環境整備 教育長 31

 (4) オンライン授業を実施できない場合の、家庭学習における対応 教育長 31

前川　幸輝　議員 ２ 国分寺隕石と国分寺中学校の天体ドームについて
（市民フォーラム21）

 (1) 国分寺隕石40周年記念事業を協力して行う考え【参考】 健康福祉
局長

32

 (2) 天体ドームを改修する考え 局長 32

３ 民間の持つスペースを自主学習スペースに活用する制度を創設
  する考えについて

横井　裕二　議員 ３ 高松プライドプロジェクトについて
（自由民主党清新会）

   ３年目を迎える高松プライドプロジェクトについての現状と今後の
  展開

教育長 34

一般質問　

9月19日 﨑山　美幸　議員 ６ 子宮頸がん予防ワクチンの重要性について
（自由民主党清新会）

 (2) 学校において、子宮頸がん予防ワクチンの周知を他機関と連
     携して進めていく考え

教育長 35

教育長 33



日程 質問者 質問項目 答弁者 頁

７ 子どものトラブルに対する早期対応について

 (1) 子どものトラブルに対する早期対応についての考え 教育長 35

 (2) 情報モラル教育の現状 教育長 36

 (3) ＳＮＳでのトラブルに対する未然防止の取組 教育長 36

牟禮　俊也　議員 １ 今年８月の教員の処分に係る事案について
（自由民主党清新会）

 (1) 市民や保護者の信頼の回復に向け、市としてどのように受け止
     めているのか、市長としての率直な所感や今後の対応

市長 37

 (2) 今回の事案を受けての所感 教育長 37

 (3) 今後の再発防止に向けた具体的な方策 教育長 37

大見　昌弘　議員 ４ 市立小・中学校内の外構施設の老朽化対策について 局長 38

（自由民主党清新会）

５ 福祉について

(2) 教育委員会の障がい者の雇用状況と今後の対応 局長 38



１ 

 

《９月１１日（木）》 

代表質問： 斉藤  修 議員（自由民主党清新会） 

14 本市独自の防災教育の構築について 

  津波・高潮による浸水被害が想定される学校の防災教育 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

防災教育におきましては、地域の実情に応じた訓練の実施が効果的であり、特に沿岸部の津波や高

潮の影響が想定される学校では、地域の浸水想定を考慮することが必要となりますことから、建物の

上層階への垂直避難の訓練を取り入れているところでございます。 

また、教育委員会では、毎年、教員を対象に学校安全管理研修会を実施しており、昨年１２月には、

外部講師を招き、ハザードマップを活用して「逃げ地図」を作り、災害発生時の避難行動の見える化

や危険箇所の把握などを行ったところでございます。 

教育委員会といたしましては、危機管理課や関係機関と連携し、防災に関する情報提供や、学校安

全管理研修会等を実施するとともに、市立小・中学校に対して、地域と連携した防災訓練の実施など、

地域の災害特性に応じた実践的な防災教育を行うよう指導してまいりたいと存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

 

24 教員が安心して働き続ける環境づくりについて 

 (1) 若手教員の育成に関する課題認識と独自支援策 

◎ 小柳教育長（総合教育センター 担当） 

近年、本市における新規採用教員は増加しており、そのうち約３分の１が、市外・県外出身者であ

ることから、不安や孤立感を抱くケースも見られ、若手教員が意欲をもって業務に取り組める環境づ

くりは、課題の一つと認識いたしております。 

令和３年１１月の中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びの姿の実現

に向けて（審議まとめ）」におきましても、教師の学びを深める環境づくりが不可欠であるとの指摘

もありますことから、本市独自の若手教員育成のための支援策にも取り組んでいるところでございま

す。 

初任者や教職１年経験者・２年経験者研修は、同期同士のつながりを形成しやすいように、オンラ

インではなく、全て対面形式をとることとし、特に初任者研修においては、今年度からシビックプラ

イドの醸成と交流を目的として、地域の方々との対話や体験を通した、本市の魅力を発信する授業づ

くりの研修を実施しております。 

また、学校要請訪問は、これまで初任者・教職１年経験者を対象としておりましたが、新たに新任

講師も加え、個々の課題や状況に応じたサポートを行っております。 

教育委員会といたしましては、今後も若手教員の課題に即した研修の充実に努めるとともに、市立

小・中学校に指導主事等を積極的に派遣し、伴走型支援を行ってまいりたいと存じます。 

 



３ 

 

 

 (2) 経験豊富なベテラン教員の活用と、仕事と子育ての両立支援の取組 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

  経験豊富なベテラン教員につきましては、初任者指導や若手教員への助言・支援において、その力

量を十分に発揮いただいているところでございます。 

６０歳を過ぎても教員として勤務される方も増えており、同じ学校の若手教員に、授業の進め方や

子どもへの接し方等、これまで培ってきた指導技術を伝えるなど、若手教員の育成に大きく貢献して

いるところでございます。 

今後も各学校において、ベテラン教員の良さがいかされる学年団の構成等を工夫するよう各学校に

助言してまいりたいと存じます。 

また、仕事と子育ての両立支援の取組につきましては、育児短時間勤務や部分休業、男性教員の出

産補助休暇、育児休暇などの制度の周知を進めるとともに、教職員が家庭での役割と職場での業務を

両立できるよう、管理職と教職員が面談を通じて、勤務時間の柔軟な調整を行っております。 

加えて、今年度から、子どもが小学１年生から３年生までの間、取得できる子育て部分休暇制度も

導入されたところでございます。 

教育委員会といたしましては、仕事と子育ての両立ができ、教職員がより一層安心して働き続けら

れる環境づくりに努めてまいりたいと存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 

 

代表質問： 山西 朋子 議員（市民フォーラム 21） 

８ 本市に夜間中学を設置する必要性の認識と、今後の対応について 

◎ 小柳教育長（人権教育課 担当） 

夜間中学は、義務教育未修了者や外国籍の方、様々な事情により十分な教育を受けられないまま中

学校を卒業した方などに、義務教育を受ける機会を実質的に保障するための、様々な役割が期待され

ているものと存じております。 

本市において夜間中学を設置し、継続的・安定的に運営していくためには、十分なニーズ把握や県

教育委員会との調整等、慎重に検討を進めることが必要であると考えております。 

このため、義務教育課程の学習内容に関する学び直しの機会を提供する、夜間教室を運営しながら、

毎年、受講者へのアンケートを実施するなど、そのニーズ把握に努めているところでございます。 

夜間教室は、令和４年度の開設以来、教科数の増加などの充実を図りながら運営しておりまして、

現在、２０代から７０代までの、様々な背景を持つ１２人の受講生が、和やかな雰囲気の中、熱心に

学習に取り組んでいるところでございます。 

一方、本年２月、受講生に実施したアンケート結果では、「夜間中学に興味はあるが、体力的な問

題や生活・仕事との両立を踏まえると、現在の夜間教室で継続して学びたい」との意見が多く寄せら

れております。 

 教育委員会といたしましては、夜間中学の重要性は認識しておりますことから、引き続き、現行の

夜間教室の充実を図り、学び直しの機会の提供に努めるとともに、夜間中学の設置の必要性について、

検討してまいりたいと存じます。 
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９ 学校給食調理場の単独校の整備について 

  老朽化と児童生徒数の変動を踏まえ、各調理場の計画的な整備を着実に推進し、子どもたちの健や 

 かな成長を支える安全・安心な給食環境を早期に実現する考え 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

市立小・中学校に併設する学校給食調理場につきましては、老朽化が進行するとともに、衛生管理

上求められているドライシステムの導入に必要な面積が確保できないなど、多くの課題があるものと

存じます。 

そのため、「高松市学校給食調理場整備指針」において、本市の学校給食調理場は、数校まとめて

給食調理を行うセンター方式としての整備を基本とする方向性を示し、調理場の老朽化やドライシス

テム化といった課題に対応することとしております。 

また、本市の児童生徒数は、今後においても減少することが見込まれますことから、今後整備する

給食センターの数は必要最小限とし、現在、整備を計画しております、南部及び東部エリアの給食セ

ンターを含め、近隣の給食センターからの配送を有効活用していくことを検討しております。 

一方で、今後、各給食センターからの配送が可能となるまでの一定程度の期間、使用していかなけ

ればならない学校併設の調理場は、少なからずあるものと存じており、こうした調理場におきまして、

老朽化の進行等に伴う様々な不具合の発生が懸念されるところでございます。 

教育委員会といたしましては、学校給食の安定的な提供を図るため、給食センターの計画的な整備

に努めてまいりますとともに、学校に併設する調理場につきましても、個々の老朽度や近隣センター

の稼働状況等を勘案しながら、必要な維持管理を行ってまいりたいと存じます。 
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《９月１２日（金）》 

代表質問： 中村 伸一 議員（公明党議員会） 

１ 放課後児童クラブの待機児童解消について 

 (2) 待機児童の解消に向けて、品川区「すまいるスクール」のように、すべての児童を対象とした学校 

   施設一体型運営の導入についての考え【参考】 

◎ 大西市長（子育て支援課 担当） 

 本市こども計画では、令和１０年度末までに、放課後児童クラブの待機児童を解消するという目標

に加え、１１年度末までに、放課後児童クラブと放課後子ども教室の参加児童が交流できる連携型で

の実施を３４校区とする新たな目標も設定したところでございます。 

 御提案の校舎内で放課後活動を展開する、学校施設一体型運営の導入につきましては、近年、特別

支援学級の増加などにより、学校施設内の余裕教室等の活用が困難な状況となっておりますことから、

現在のところ考えておりませんが、放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携によるメリットなど

を、地域や地元関係団体と十分に協議する中で、連携型の実施校区の増加に努めてまいりたいと存じ

ます。 

 また、本年２月に開催した総合教育会議において、放課後児童対策に係る教育委員会との連携強化

も確認したところでございまして、今後、各校区の待機児童や学校施設の状況など、具体的な情報共

有はもとより、先進的な他都市の取組も研究しながら、放課後児童クラブの待機児童の解消に向けた

取組を積極的に進めてまいりたいと存じます。 

 

３ いじめ防止基本方針の実効性と学校現場の対応状況について 

 (1) いじめ防止基本方針の実効性を高めるための検証体制と改善の取組 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

本市におきましては、昨年度に、「高松市児童生徒問題行動等対応マニュアル」を改訂し、市立各

学校に対し活用を促すことで、各学校ごとに定めているいじめ防止基本方針の見直しを進め、その実

効性を高めるよう努めているところでございます。 

また、今年度は、司法や警察等の専門的な視点からの助言を取り入れながら、「高松市いじめ防止

基本方針」の改訂に取り組むなど、いじめの未然防止や早期対応、各学校における再発防止の取組へ

の支援を進めているところでございます。 

更に、「いじめ防止対策推進法」等への理解を深め、想定される事例の検討を通して対応の改善に

つなげられるよう、来年２月には、弁護士を講師に招いて管理職研修を実施する予定としております。 

教育委員会といたしましては、今後とも、「高松市いじめ防止基本方針」及び各学校が作成するい

じめ防止基本方針に基づき、教職員のいじめに対する感度を高め、迅速かつ組織的な対応の体制強化

を進められるよう、各学校を支援してまいりたいと存じます。 
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 (2) いじめ根絶に向けて、スクールカウンセラー等の専門人材の活用並びに地域・家庭との連携をど 

   のように強化していくのか 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

市立各学校では、スクールカウンセラーの来校日を保護者に周知し、児童生徒のみならず、保護者

の方々にも相談いただける体制を整えており、家庭との連携を図りながら、いじめ等の諸課題の早期

発見・早期対応に努めているところでございます。 

また、本市では、１８名のスクールソーシャルワーカーを配置しており、いじめの未然防止の視点

から、仲間づくりのためのソーシャルスキルトレーニングを実施したり、保護者からの相談内容に応

じて、専門機関と連携するなどの役割を担っているところでございます。 

更に、各学校では、それぞれが策定している、いじめ防止基本方針を、ホームページに掲載すると

ともに、学校運営協議会等を通じて、地域の方に向けて情報発信するなど、周知・啓発活動も積極的

に行っております。 

教育委員会といたしましては、今後とも、スクールカウンセラー等による相談機会の充実や、学校

と地域・家庭との連携を通じて、いじめの未然防止と早期対応に向けた支援体制の強化を図ってまい

りたいと存じます。 

 

 

４ 多様な学びの支援について 

 (1) 香川県の校内サポートルーム（ＫＳＲ）研究指定校事業の高松市 における成果と課題 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

  市立小・中学校において、御質問の校内サポートルーム（ＫＳＲ）研究指定校事業のモデル校となっ

た学校では、児童生徒がそれぞれの実態に応じて、ＫＳＲでの過ごし方を選択できるよう、個別と共

有のスペースを分けたり、リラックスできるように環境整備を行うことで、ＫＳＲが居場所となり、

登校できる日数が増えた児童生徒が増加しているところでございます。 

 また、こうしたモデル校でのＫＳＲの環境づくりについて、本市が作成した「高松市不登校Ｑ＆Ａ」

に事例として掲載し、各学校へ配布しております。 

 一方で、ＫＳＲを利用する児童生徒の増加による、ニーズの多様化への対応等の課題も見られると

ころでございます。 

 今後は、モデル校の取組や成果を更に広め、市内全体での支援体制の充実を図ってまいりたいと存

じます。 
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(2) 文部科学省の補助拡充を踏まえた、校内教育支援センターの設置校数の拡大と支援員・スクール 

カウンセラーの配置強化の考え 

◎ 小柳教育長（総合教育センター 担当） 

  御質問の文部科学省による補助制度の拡充は、校内サポートルーム（ＫＳＲ）の充実を図る上で大

きな後押しとなるものと受け止めております。 

本市におきましては、ほぼ全ての市立中学校でＫＳＲを開設しているものの、専任の教職員の配置

がないため、個別のニーズに対応した十分な支援が行えていない学校もあり、その充実は喫緊の課題

であると認識いたしております。 

現在、国や県に対して、不登校児童生徒への支援体制の強化のため、ＫＳＲ専任の教職員の配置の

拡充を要望しているところでございます。 

また、ＫＳＲを利用する生徒への支援を目的としたスクールカウンセラーの配置時間数の拡充につ

きましても、県へ要望してまいりたいと存じます。 

 

 

 

 (3) ＩＣＴを活用した不登校の児童・生徒に対する支援の体制 

◎ 小柳教育長（総合教育センター 担当） 

 本市では、一人一台端末を活用して、家庭や校内サポートルーム、教育支援センターでオンライン

による授業参加や面談ができる環境を整えており、現在、児童生徒や保護者の求めに応じ、市立小・

中学校の約４割でオンライン授業を行っているところでございます。 

また、本市独自でＩＣＴ教材を活用した学習支援システムを提供しており、昨年度は１６１名の登

録があるなど、児童生徒のニーズに応じた支援に努めているところでございます。 

教育委員会といたしましては、今後も不登校対策を最重要課題の一つとして認識し、各学校と連携

しながら、誰もが安心して通える学校づくりを推進するとともに、多様な学びの場や居場所の提供に

努めてまいりたいと存じます。 
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５ ＧＩＧＡスクール構想の成果と今後の展開について 

 (1) ＧＩＧＡスクール構想のこれまでの成果と、学校現場での活用状況 

◎ 小柳教育長（ICT 教育推進室 担当） 

本市では、国のＧＩＧＡスクール構想を受け、一人一台端末及びネットワーク環境を整備し、学習

活動の一層の充実を図ってきたところでございます。 

これまでの成果といたしましては、児童生徒の端末活用スキルが向上し、授業等において学習支援 

ツールを用いて双方向の意見交換を行うなど、主体的で対話的な学びが進んでいるほか、端末持ち帰

り本格運用による学校の授業と家庭学習との連携など、学びの深まりが見られております。 

また、市立小・中学校での活用状況につきましては、令和７年度全国学力・学習状況調査で、ＩＣ

Ｔ機器を週３回以上使用したと回答した割合は、小学校では昨年度より１５．２ポイント、中学校で

は１６．１ポイントそれぞれ上昇するなど、年々活用率が高まってきております。 

しかしながら、依然として全国平均を下回っており、今後、各種研修の実施や先進事例の紹介、Ｉ

ＣＴ支援員によるサポートなどにより、更なる活用率の向上とともに、個別最適な学びと協働的な学

びの一層の充実に努めてまいりたいと存じます。 

 

 

 (2) ＧＩＧＡスクール構想第２期として、教育データ・生成ＡＩの活用を含めた展開 

◎ 小柳教育長（ICT 教育推進室 担当） 

本市では、今年度中に全ての児童生徒用端末を更新することとしておりまして、端末更新に合わせ、

県内統一の教育クラウドサービスが導入されることから、県と連携して、教育デジタルトランスフォー

メーションの推進を図る中で、教育データの利活用方法につきまして、多角的に検討を進めていると

ころでございます。 

また、生成ＡＩにつきましては、利便性が高い反面、批判的思考力や創造性、学習意欲への影響等、

様々な懸念が指摘されているところでございます。 

そのため、授業における活用に当たっては、児童生徒の発達段階を考慮した上で、国のガイドライ

ンが示すように、「生成ＡＩ自体を学ぶ場面」、「使い方を学ぶ場面」、「各教科等の学びにおいて

積極的に用いる場面」を組み合わせながら、生成ＡＩの仕組への理解や学びにいかす力を高める取組

について、県と情報共有を行う中で、検討を進めてまいりたいと存じます。 
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 (3) ＩＣＴ活用による教員支援と働き方改革への波及効果 

◎ 小柳教育長（ICT 教育推進室 担当） 

本市では、電子黒板等の各種機器の整備のほか、研修の実施やＩＣＴ支援員の配置、市立小・中学

校での実践紹介等を行うことにより、教員のＩＣＴ活用能力の向上に努めているところであり、電子

黒板の活用率が小・中学校ともに百パーセントとなるなど、教材の準備や授業における効率化が図ら

れているところでございます。 

また、働き方改革への波及効果につきましては、統合型校務支援システムを導入しており、指導要

録等の書類作成や児童生徒の出欠・授業時数管理等に活用しているほか、昨年度から教員に対し、生

成ＡＩの積極的な活用を奨励しております。 

各学校では、文書作成や懇談会の日程調整、各種マニュアルの作成などに活用することで、教職員

の勤務時間の短縮に寄与しているものと存じます。 

教育委員会といたしましては、今後におきましても、児童生徒の学習活動と教員の校務におけるＩ

ＣＴ活用を両輪として教育デジタルトランスフォーメーションを推進し、教育の質の向上と教職員の

負担軽減に努めてまいりたいと存じます。 

 

 

 

６ 英語教育の充実について 

 (1) タブレット端末を活用した、個別最適化された英語教育の推進 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

英語教育の推進に当たりましては、ＩＣＴ機器の活用が不可欠であり、現在、本市におきましても、

一人一台端末を活用して、児童生徒の習熟度や学習スタイルに応じた個別最適な学びの充実を図って

いるところでございます。 

例えば、デジタル教科書を用いることで、発音やリスニングの反復練習等が効率的に行えるととも

に、語彙の習得や文法の理解に向けて、児童生徒が自分のペースで主体的に学習できると考えており

ます。 

今後におきましても、ＩＣＴ機器を効果的に活用した英語教育の推進について、学校訪問や要請訪

問等の機会を捉えて教員への指導・助言等を行うことで、学びの質の向上に努めてまいりたいと存じ

ます。 
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 (2) 対話型・実践型の英語教育を充実させるための教材整備と教員の支援体制の構築をどのように進 

  めていくのか 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

グローバル化が進展する中、英語教育の充実は、子どもたちが世界に目を向け、つながり、新たな

可能性を広げるためのきっかけになるものと考えております。 

本市では今年度、独自の英語学習教材として「高松わくわくイングリッシュ」を作成したところで

ございます。 

この教材は、子どもたちが高松の魅力を英語で発信するための土台づくりを目的として、本市の外

国語指導助手（ＡＬＴ）が、日々の生活を通して発見した、高松の良さを伝える動画や読み物教材で、

児童生徒が一人一台端末で利用することができるように作成しております。 

今後も、児童生徒の英語学習への興味・関心を高める本市独自の教材整備に努めてまいりたいと存

じます。 

また、教員の支援体制につきましては、ＡＬＴの小学校への派遣時間数を確保し、児童が生きた英

語に触れる機会の充実を図っているところでございます。 

更に、校内研究授業や市内の優れた授業を互いに参観し合ったり、ＡＬＴと教員が一緒に研修や教

材研究などを行う機会を設けることで、教員の英語力や指導力の向上に努めているところでございま

す。 

 

 

(3) 東大和市のようなオンライン英会話授業の導入事例を参考にした、実践的英語学習の機会を拡充 

する考え 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

オンラインによる英会話学習は、生徒が英語に触れる機会を充実させるとともに、英語を聞く、話

すというスキルを身に付ける上で、有効であると考えております。 

教育委員会といたしましては、実践的な英語学習の機会を拡充するため、御質問の「オンライン英

会話授業」に加え、近年開発が進んでいる「ＡＩ英会話アプリ」の導入など、新たな学習手段による

児童生徒の英語学習の更なる充実に向けて、調査研究を進めてまいりたいと存じます。 
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７ 学校の働き方改革について 

 (1) 最新の法改正を踏まえた学校の働き方改革に関する実施計画の策定と公表を行う考え 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

国におきましては、学校における働き方改革の一層の推進を図るため、教育委員会に対し、業務量

管理・健康確保措置実施計画の策定・公表、計画の実施状況の公表を義務付ける「公立の義務教育諸

学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の改正が行われ、令和８年４月１日に施行されると

承知いたしております。 

現在、本市におきましては、「高松市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」に基

づき、長時間労働が継続している教職員につきましては、校長を通じて勤務状況の改善を図るよう指

導を行うことなどで、徐々にではありますが改善傾向となっているところでございます。 

また、「第３期高松市教育振興基本計画」におきましても、働き方改革の主な施策を示すとともに、

年次休暇の平均年間取得日数１５日以上を目標値とし、休暇を取得しやすい職場環境づくりや、教職

員自身がメリハリのある働き方をする意識の向上を目指しているところでございます。 

教育委員会といたしましては、今後、国から示される通知や方針等を注視し、対応を講じてまいり

たいと存じます。 

 

 

(2) 総合教育会議において、教職員の健康管理を含む働き方改革をテーマとして取り上げる考え 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

本市では、市長部局と教育委員会が、連携して取り組むべき複合的な教育課題などを共有しながら、

効果的に教育行政を推進していくため、これまでも「高松市総合教育会議」におきまして、様々な課

題を取り上げ、議論を行ってきたところでございます。 

御質問の教職員の働き方改革に関しましても、議題として取り上げたほか、その具体的な内容を盛

り込んだ「第３期高松市教育振興基本計画」につきましても、令和６年２月に開催された総合教育会

議において協議を行ったところでございます。 

教育委員会といたしましては、今後とも、教職員の業務負担軽減に努めてまいりますとともに、総

合教育会議においても、働き方改革をテーマとして取り上げ、協議を行うことで、教員自身の健康管

理と学ぶ時間を確保できる職場環境づくりに取り組んでまいりたいと存じます。 
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質疑：藤沢 やよい 議員 (日本共産党議員団) 

議案第 90 号 令和７年度高松市一般会計補正予算（第４号）について 

 (1) 放課後児童クラブ施設整備事業費 678 万 8,000 円 

   ② 高松市こども計画の待機児童解消のテンポ、規模が全く実情に合っていないが、教育委員会と 

     協議した結果はどうなったのか【参考】 

◎ 河野健康福祉局長（子育て支援課 担当） 

本年２月に開催した総合教育会議において、放課後児童対策に係る教育委員会との連携強化を

確認したところでございまして、今後、各校区の待機児童や学校施設の状況など、具体的な情報

共有を行いながら、放課後児童クラブの待機児童の解消に向けた取組を積極的に進めてまいりた

いと存じます。 

 

 

 

 

  ③ 空き教室などを活用し待機児童解消を急ぐ考え【参考】 

◎ 河野健康福祉局長（子育て支援課 担当） 

近年、特別支援学級の増加などにより、学校施設内の余裕教室の活用が困難な状況となってお

りますことから、本市といたしましては、「高松市こども計画」に基づき、学校施設外での整備

手法も含めて、公立クラブの具体的な確保方策を検討・実施するとともに、民間クラブに対する

補助を、より効果的に実施し、待機児童が多い地域への参入等を促進することで、可能な限り、

早期に待機児童の解消を図ってまいりたいと存じます。 
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《９月１６日（火）》 

一般質問： 香川 洋二 議員（自由民主党清新会） 

１ もりとみず基金について 

  (3) 大川村での体験活動等を含めた環境教育、総合学習を推進する考え 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

  水不足に悩まされてきた本市にとりまして、児童生徒が水資源の価値や環境保全の重要性について

学ぶことは大切なことであると存じております。 

市立小・中学校においては、児童生徒が自然環境への理解を深め、持続可能な社会の実現に必要な

知識や技能、態度を育むことを目的として、社会科や理科、総合的な学習の時間を中心に、環境教育

の充実を図っているところでございます。 

また、早明浦ダムや香川用水などについて学ぶため、これまでに大川村での宿泊学習や水源巡りの

学習など、有意義な体験活動を行った学校もございます。 

教育委員会といたしましては、今後とも、大川村での体験活動等を含めた環境教育、総合学習を推

進するために、環境関係団体等と連携して、出前講座や環境ワークショップ、自然観察体験等の多様

な学習の情報について、各学校への周知に努めてまいりたいと存じます。 
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５ 政府骨太方針における教育分野について 

  (1) 市立小中学校における生成ＡＩの利活用状況と今後の展開及び学習者用デジタル教科書の導入 

   状況 

◎ 小柳教育長（ICT 教育推進室 担当） 

 生成ＡＩにつきましては、利便性が高い反面、批判的思考力や創造性、学習意欲への影響等、様々

な懸念が指摘されているところであります。 

そのため、授業における活用に当たりましては、児童生徒の発達段階を考慮した上で、国のガイド

ラインが示すように、「生成ＡＩ自体を学ぶ場面」、「使い方を学ぶ場面」、「各教科等の学びにお

いて積極的に用いる場面」を組み合わせながら、生成ＡＩの仕組みへの理解や学びにいかす力を高め

る取組について、県と情報共有を行う中で、今後、検討を進めてまいりたいと存じます。 

また、学習者用デジタル教科書の導入状況についてであります。 

本市におきましては、令和３年度から国の実証研究事業に参加しており、６年度からは、英語は全

ての小・中学校を対象に、算数・数学は約半数の小・中学校を対象に国がデジタル教科書を給付し、

各学校において活用を進めているところでございます。 

また、その他の教科につきましても、今年度、市立小学校１校が国語で、市立中学校１校が社会で、

国の実証研究事業に参加しております。 

デジタル教科書につきましては、先般、中央教育審議会で活用に関する報告書の素案が示されたと

ころでございまして、教育委員会といたしましては、今後におきましても、国の動向を注視しながら、

効果的な活用方法について検討してまいりたいと存じます。 

 

 

 (2) 高松第一高等学校における女子学生の理系分野への進学状況 

◎ 小柳教育長（高松第一高等学校 担当） 

 高松第一高等学校におきましては、先進的な理数教育を実施する「スーパーサイエンスハイスクー

ル」として、文部科学省からこれまでの１５年間、３期にわたる研究指定の後、継続して今年度から、

第四期の研究指定を受けているものでございます。 

こうしたことから、高松第一高等学校は、理系女子生徒の育成を目標の一つに掲げており、女性研

究者や技術者などのロールモデルに接し、意見交換する場を設けるなど、女子生徒の将来への展望や

職業観の形成につながる取組も行っております。 

過去３年間に理工系学部に進学した現役生徒のうち女子の割合が５８．７パーセントとなっており、

御質問にございます文部科学省の昨年度の学校基本調査結果より高い水準を維持しているところでご

ざいます。 

教育委員会といたしましては、スーパーサイエンスハイスクールの取組を継続し、将来の国際的な

科学技術系人材を育成する教育を支援してまいりたいと存じます。 
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一般質問： 白石 義人 議員（自由民主党議員会） 

１ 子育て支援について 

 (2) 子どもとスマートフォンやゲーム機との関わり 

  ① ネット・ゲーム依存を防止するに当たり、家庭内での工夫や子どもの自発的行動を促すための 

    取組 

◎ 小柳教育長（少年育成センター 担当） 

本市におきましては、現在、こども園や幼稚園の未就学児の保護者向けに「安全・安心なネット利

用」講座を実施し、保護者が子どもの情報通信機器の利用を見守る、いわゆる「ペアレンタルコント 

ロール」の重要性や、家庭内でのルールづくりについて啓発を行っているところでございます。 

特に、家庭でのルールづくりの場面やルールを守れない場面を捉えて、発達段階に応じて、子ども

が主体的に考え行動できるよう、自己管理能力の育成を、保護者に対しお願いしているところでござ

います。 

このような取組を継続し、家庭内における工夫や子どもの自発的行動を促してまいりたいと存じま

す。 

 

 

  ②「レンタル方式」を家庭教育の工夫の一つとして紹介するなど、学校やＰＴＡを中心に、より一層広く 

   周知啓発に取り組む考え 

◎ 小柳教育長（少年育成センター 担当） 

御提案の「レンタル方式」につきましては、単にスマートフォンなどの情報端末を子どもに買い与

えるのではなく、保護者が「貸与」する形をとることで、子どもがルールを主体的に考え、守るよう

促す効果が期待できるものと存じます。 

教育委員会といたしましては、毎年、大手携帯電話事業者等から最新の情報提供を受け、情報モラ

ルに関する保護者啓発用パンフレットを作成しておりまして、今後、このパンフレットで「レンタル

方式」を始め、子どもの自己管理能力を育成するための方策を紹介してまいりたいと存じます。 

あわせて、大手携帯電話事業者に、完成したパンフレットを携帯電話契約時の説明に活用していた

だくよう働きかけるなど、保護者に対する周知・啓発をより一層広く行い、ネット・ゲーム依存の防

止に努めてまいりたいと存じます。 
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一般質問： 岡田 まなみ 議員（日本共産党議員団） 

３ 教育問題について 

  (1) 小中学校給食費の無償化 

   ① 国による小学校給食費無償化の確実な早期実現のために、市としても積極的に後押しする考え 

◎ 大西市長（保健体育課 担当） 

学校給食費を無償化し、子育て世帯の経済的負担を軽減することは、子育て支援のための有効な施

策の一つであると存じます。 

そのため、これまでも、国に対し、全国市長会及び中核市市長会を通じて、学校給食費の無償化に

ついて、要望してきたところでございます。 

現在、国において、小学校の給食費無償化に向けて制度設計が進められていると伺っておりますこ

とから、今後におきましても、国の動向を注視する中で、必要な要望等を行ってまいりたいと存じま

す。 

 

 

 

  ② 市としては国の予算待ちにならず、小中学校の無償化を実施する考え 

◎ 大西市長（保健体育課 担当） 

先ほども申しあげましたとおり、学校給食費の無償化や負担軽減は、子育て支援のための有効な施

策の一つであるものと存じており、本市におきましても、「第３子以降学校給食費無償化事業」や、

食材費の高騰部分に対する公費負担に取り組み、保護者の皆様の負担軽減を図っているところでござ

います。 

しかしながら、全ての児童生徒の給食費無償化を実施するためには、毎年度、約２０億円の財源が

必要となるなど、課題がございますことから、本市の財政状況を踏まえますと、現在行っている軽減

策以上の取組を実施することは、困難であると存じます。 

私といたしましては、学校給食費は、本来、国の責務として、全国一律の無償化や負担軽減に取り

組むべきものであると存じますことから、今後、国の動向を注視してまいりたいと存じます。 
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 ③ おいしくて安全で栄養価が高い、子どもの成長や発達に資する学校給食を続ける考え 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

本市の学校給食費につきましては、物価高騰を踏まえ、昨年度、６年ぶりの増額改定を行ったとこ

ろでございます。 

しかしながら、米飯価格の急激な値上がりを始め、依然として、物価の上昇が続いているところで

ございまして、今後、食材費への更なる影響が生じることは避けられないものと存じます。 

そのため、さきの６月定例会におきまして、不足が見込まれる食材費に係る補正予算の御議決をい

ただき、保護者負担を求めることなく、これまでどおりの豊かな学校給食を提供していくこととした

ところでございます。 

教育委員会といたしましては、今後におきましても、成長期の子どもたちに必要な栄養バランスや

量を保った学校給食の提供に努めてまいりたいと存じます。 

 

 

 

 

 (2) 教科書採択過程の公開 

    子どもたちが人権や平和を尊ぶ「社会の形成者」になるために重要な意味を持つ教科書採択であ 

  ることから、傍聴に関するルールを明確に定めるなどして会議を公開すべきと考えるがどうか 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

 市民の方々に会議の記録を公開することは、重要なことと考えており、令和６年度から採択地区協

議会の会議の記録につきましては、採択結果の公開日より１年間、コンプライアンス推進課において、

事前申請を行わずに閲覧できることとしております。 

教育委員会における教科書採択に係る議案の審議につきましては、文部科学省から出された「教科書

採択における公正確保の徹底等について」の通知にございますように、外部からのあらゆる働きかけ

に左右されることなく、静ひつな環境を確保するために、これまでも非公開としており、同様の対応

といたしたいと存じます。 
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一般質問： 杉本 勝利 議員（自由民主党清新会） 

１ 令和７年６月から職場の熱中症対策が義務化されたことを受けての職員の環境整備について 

 (1) 本市の学校給食調理場における熱中症対策の強化を図る考え 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

この度の労働安全衛生規則の一部改正を受け、教育委員会では、職場において熱中症のおそれがあ

る職員を早期に発見し、重篤化を防止するために必要な対応マニュアルを作成し、市立小・中学校及

び学校給食共同調理場に周知したところでございます。 

しかしながら、夏の暑さが年々厳しさを増す中、空調設備のない調理場におきましては、御指摘の

とおり、衛生管理及び調理員の健康保持の観点から、更なる労働環境の改善が喫緊の課題であるもの

と存じております。 

このようなことから、これまでの、スポットクーラーの配備や保冷剤付きベストの配付などの取組

に加え、今年度におきましては、白衣タイプの空調服やネッククーラーを順次配付するなど、更なる

熱中症対策に取り組むとともに、空調設備の最適な整備手法について検討しているところでございま

す。 

今後におきましても、調理場の環境改善が図られるよう、熱中症対策の強化に、鋭意、取り組んで

まいりたいと存じます。 

  

 

３ 本市の公共施設のバリアフリーについて 

 (3) 市立小中学校施設のバリアフリー化の現状と、今後推進していく考え 

◎ 一原教育局長（学校施設整備室 担当） 

本市では、いわゆる「バリアフリー法」及び国の「学校施設バリアフリー化推進指針」等を踏まえ、

障がいのある児童生徒や地域の高齢者など、誰もが施設を安全に利用できるよう、学校施設の増改築

の際には、エレベーターやスロープ、バリアフリートイレなどを設置し、施設のバリアフリー化に努

めているところでございます。 

 また、既存の施設につきましては、構造等の諸条件により制限を受けることもございますが、国の

バリアフリー化に関する整備目標等を踏まえ、屋外から一階の各教室までのスロープ設置による段差

解消など、可能な限りバリアフリー化に対応することとしているところでございます。 

また、車いす利用者など要配慮児童生徒が在籍している、若しくは在籍が見込まれる市立小・中学

校において、優先的にエレベーターを整備することとしており、他の学校につきましては、学校施設

長寿命化計画に基づく増改築や大規模な改修に合わせて整備していくものとしております。 

教育委員会といたしましては、インクルーシブな教育環境を整備することが重要でありますことか

ら、各学校におけるバリアフリーに配慮した施設整備に努めてまいりたいと存じます。 
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４ 不登校児童生徒への対応について 

 (1) 学校以外の多様な学びの場や居場所の確保により、不登校児童生徒の学習権が十分に保障でき 

   るような取組 

◎ 小柳教育長（総合教育センター 担当） 

本市におきましては、教育支援センター「虹の部屋」「みなみ」に加え、校内サポートルームでの オ

ンライン授業等の実施、ＩＣＴ教材の活用など、個々のニーズに応じた不登校支援に努めているとこ

ろでございます。 

また、フリースクール等の民間施設とも連携し、一定の要件を満たし、校長が認めた場合、指導要

録上出席扱いとしております。 

今後も、不登校児童生徒の社会的自立を目指し、学びたいときに学べる環境整備を進めるとともに、

多様な学びの場や居場所の提供に努めてまいりたいと存じます。 

 

 (2) オンラインの活用による出席扱いの考え 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

市立小・中学校では、令和元年１０月に文部科学省から通知された「不登校児童生徒への支援の在

り方について」に基づき、自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を行った場合には、一定の要件

を満たすことで、校長の判断により、指導要録上出席扱いにできることとしております。 

また、６年８月に学校教育法施行規則の一部が改正されたことに伴い、不登校児童生徒が欠席中に

行った学習の成果を考慮して成績を評価することができることを、各学校に通知しております。 

これにより、不登校児童生徒の学習等に対する意欲や成果を認め、適切に評価することが自己肯定

感を高め、学校への復帰や社会的自立を支援することにつながるものと存じます。 

今後とも、国の通知に基づき、適切に対応するよう各学校を指導してまいりたいと存じます。 

 

 (3) 学校給食費の停止手続と周知 

  ① 長期欠席時の給食停止手続とその周知状況 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

学校給食の停止手続につきましては、児童生徒が連続して５日以上欠席する場合に、給食の停止を

希望する保護者から、校長を経由して、教育委員会に停止届を提出していただいております。 

この制度につきましては、令和５年度から学校給食費の徴収・管理を公会計方式に移行する際、学

校給食費の各種手続と併せて、全ての児童生徒の保護者に周知し、以降、新たに学校給食を申し込む

小学校新１年生や転入生の保護者に対しても、各種手続を記載したリーフレットを配布しているとこ

ろでございます。 

また、学校現場におきましても、不登校児童生徒の個々の状況に応じ、個人懇談会などの機会を捉

えて、適宜、保護者への説明を行っているところでございます。 
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  ② ホームページ等での制度案内と情報発信 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

本市では、保護者が、学校や教育委員会の窓口に赴くことなく、学校給食費に関する情報や手続書

類を取得できるよう、先ほど申しあげましたリーフレットのほか、学校給食の停止・再開や申込事項

の変更、食物アレルギー等に係る減額申請などに関する各種様式を、本市ホームページに掲載してお

ります。 

今後におきましても、保護者の皆様の利便性向上に向け、情報発信の充実を図るとともに、学校現

場におきましても、制度の案内等について、状況に応じた適切な対応ができるよう、指導してまいり

たいと存じます。 

 

 

 (4) 校内サポートルーム（ＫＳＲ）の設置等 

   ① 市立小中学校におけるサポートルーム（ＫＳＲ）の設置状況 

◎ 小柳教育長（総合教育センター 担当） 

校内サポートルーム（ＫＳＲ）を設置しておりますのは、市立中学校で約九割、市立小学校で約４

割となっており、設置していない学校におきましても、保健室や空き教室を利用して、不登校児童生

徒の対応を行っているところでございます。 

一方、専任の教職員の配置がないため、個別の ニーズに対応した十分な支援が行えていない学校も

あり、その充実は喫緊の課題であると認識いたしておりまして、国や県に対し、ＫＳＲ専任の教職員

の配置の拡充を要望してまいりたいと存じます。 

 

 

  ② 外部有識者を交えた協議体の設置 

◎ 小柳教育長（総合教育センター 担当） 

 本市におきましては、「高松市不登校に関する援助推進委員会」を設置し、年２回、校内サポート ルー

ムの設置等、不登校支援の各施策について、大学教授やＰＴＡ連絡協議会代表者など、教育、医療、

福祉分野の有識者から意見を伺いながら、不登校対策の充実を図っているところでございます。 

また、市立小・中学校においても、ケース会議や校内不登校対策委員会等で、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーの専門的な意見を取り入れながら支援方針を検討するなど、より効果

的な支援ができるよう努めているところでございます。 

教育委員会といたしましては、これらの取組を通じて、不登校児童生徒への対応の更なる充実に努

めてまいりたいと存じます。 
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《９月１７日（水）》 

一般質問： 五条 陽子 議員（無所属） 

２ 部活動の地域展開について 

 (1) 部活動地域移行支援コーディネーターからなされた提案を、今後の施策にどのように反映していく 

  のか 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

 本市におきましては、昨年度は５名、今年度は２名の部活動地域移行支援コーディネーターを委嘱

し、市立中学校２２校全ての部活動について、顧問や生徒に聞き取り調査を行い、現状の把握や課題

の整理など、部活動の地域展開に向けての調査・研究等を行っているところでございます。 

また、本年１月に開催しました地域部活動検討委員会では、部活動の実情や地域展開に関してのコー

ディネーターによる聞き取り結果や意見について報告をいたしました。 

今後、部活動の地域展開の在り方を検討するに当たっては、コーディネーターによる調査結果を始

め、これまで実施したモデル事業の検証やアンケート結果、地域部活動検討委員会での御意見を参考

にしてまいりたいと存じます。 

 

 

 

 (2) 「創造都市高松」として、文化部活動のスムーズな地域展開にどのように取り組んでいくのか 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

文化部活動につきましても、運動部活動と同様に、地域展開を進めるためには、学校だけではなく、

地域や本市関係各課の協力も得ながら、それぞれの立場でできることを探り、本市全体で取り組むこ

とが不可欠であると認識しているところでございます。 

また、文化部活動につきましては、地域展開を進める上で、スポーツの競技団体のような組織が少

ないために、地域の受け皿となる団体の確保が難しいことから、現在も地域展開の在り方を模索して

いるところでございます。 
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 (3) 部活動の今後の在り方について本市としてどう取り組むのか 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

本市におきましては、令和４年度に、「高松市地域部活動検討委員会」を設置し、これまで３年間

にわたってモデル事業を実施するとともに、部活動指導員の派遣を行ってきたところでございます。 

また、専門的な指導者や活動場所の確保等に連携して取り組むため、昨年４月に、公益財団法人高

松市スポーツ協会と運動部活動の地域移行に関する協定を締結したほか、部活動地域移行支援コー

ディネーターによる調査・研究等を行っております。 

こうした取組の結果、地域展開に関する種々の課題が顕在化してきたところでございます。 

教育委員会といたしましては、先行自治体の事例や、今後、国から提示される予定の地域クラブ活

動の要件等を踏まえ、本市として望ましい部活動の地域展開の在り方について検討してまいりたいと

存じます。 
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一般質問： 北谷  悌邦 議員（自由民主党清新会） 

２ 夏季休業中の子どもの居場所づくりについて 

  (1) 夏季休業中における児童の生活習慣の維持を、どのように図るのか 

◎ 小柳教育長（生涯学習課 担当） 

子どもたちの生活習慣の乱れは、学習意欲や体力、気力の低下要因の一つとして指摘されており、

新学期からの生活にスムーズに適応できるようにするためにも、自由な時間が増える長期休業期間中

の、基本的な生活習慣の維持は、重要であると存じます。 

市立小・中学校におきましては、新学年が始まる４月に、デジタル機器の使い方や睡眠の重要性に

関する情報も掲載した「生活リズムチェックシート」を配付し、活用を促しているほか、就学時健康

診断やイベント等の機会には「早寝早起き朝ごはん」運動のチラシを配布し、子どもや保護者への啓

発に努めているところでございます。 

年間を通じ、このような取組を行いながら、特に、夏休みなどの長期休業前には、子どもが自主的

に生活リズムを整えることができるように、全ての学校でシール付きチェックシート等を配付するな

どしております。 

教育委員会といたしましては、今後とも、成長期の子どもたちにとって重要な生活習慣について、

各家庭において維持や改善に取り組んでいただけるよう周知・啓発してまいりたいと存じます。 

 

 

３ 教育環境と学力の向上について 

 (1) 全国学力・学習状況調査で上位を目指す考え 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

本年四月に実施された全国学力・学習状況調査につきましては、市立小・中学校とも、３教科全て

において、全国平均正答率をやや上回っており、概ね良好な結果であったと受け止めております。 

本市では、調査結果の概要や授業改善を図るための留意点などを各学校へ送付するとともに、本市

ホームページに掲載し、広く市民の皆様に公表する予定でございます。 

また、各学校におきましては、一人一台端末等を用いて、個々の課題に応じた個別最適な学びと、

協働的な学びの一体化が図れるよう努めているところでございます。 

教育委員会といたしましては、今後とも、確かな学力の育成に向けて、児童生徒が学ぶ楽しさや達

成感を味わうことができる授業づくり等を更に推進していくよう、管理職研修会や学校訪問等の機会

を通じて、各学校を指導してまいりたいと存じます。 
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 (2) トライアルステイ等にもつながるよう、学校教育の充実を推進して、シビックプライドの醸成を目指す 

   ことで、子どもたちが将来本市に定住し、本市の発展に寄与していくことに対する考え 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

本市では、「第３期高松市教育振興基本計画」において、「高松で育ち、高松で学び、高松で暮ら

して良かったと思える教育」を基本的な考え方の一つに掲げ、ふるさとの未来を支える教育の推進に

向けた施策の一つとして、シビックプライドを育む教育を推進しているところでございます。 

子どもたちが、地域のことを知り、地域との結び付きを感じる体験を積み重ねることは、シビック

プライド醸成のための土台作りとなるものと考えており、こうした教育が呼び水となり、県外からの

トライアルステイ等につながる可能性もあるものと存じます。 

教育委員会といたしましては、子どもたちが、主体的に地域社会の形成に参画する人材へと成長す

ることを目指し、引き続き、シビックプライドを育む教育の推進を始めとする、学校教育の更なる充

実に努めてまいりたいと存じます。 

 

 

 (3) デジタルを駆使した教育を更に推進する考え 

◎ 小柳教育長（ICT 教育推進室 担当） 

 本市におきましては、国のＧＩＧＡスクール構想を受け、一人一台端末及びネットワーク環境を整

備し、児童生徒の情報活用能力の育成に取り組んでおり、端末の活用率は年々高まっているところで

ございます。 

一方、教育デジタルトランスフォーメーションを推進するためには、活用率を上げる段階から一段

目標を高め、デジタル活用による新たな価値を創出していくことが肝要であるものと存じます。 

このようなことから、今年度より、デジタル学習基盤の活用を前提とした「個別最適な学び」と「協

働的な学び」の一体的な充実を視野に、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を目

的として、モデル校での実証研究を進めているところでございます。 

教育委員会といたしましては、これらの取組を進めるとともに、他都市の好事例も参考にしながら、

デジタルを活用した教育の充実に一層努めてまいりたいと存じます。 
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 (4) 教員が集中して授業づくりや学力の向上に向けて取り組める環境づくりを、スピード感をもって推進 

   していく考え 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

教員が子ども一人一人と向き合い、主体的な学びを支援する役割を果たすためには、専門性を高め

るとともに、心身ともに充実した状態で、生き生きと児童生徒と接することができる環境整備に取り

組む必要があると存じます。 

市立小学校においては、専科教員による教科担任制や、学級担任間での授業分担による一部教科担

任制などの柔軟な指導体制により、授業準備の効率化や重点化を図り、教員の専門性を発揮した質の

高い授業を実施できるよう工夫しているところでございます。 

また、いくつかの小学校では、朝の活動や清掃時間を見直し、午前中を５時間授業にすることによ

り、児童の下校時刻を早め、放課後の教材研究の時間を十分に確保するなど、教職員の業務負担軽減

と教育活動の質的向上のための取組を進めているところでございます。 

教育委員会といたしましては、これらの取組が一層推進されるよう、各学校の好事例を管理職研修

会等の機会を捉えて紹介してまいりたいと存じます。 

 

 



２７ 

 

《９月１８日（木）》 

一般質問：  正彦 議員（自由民主党清新会） 

１ 読書文化について 

 (1) 市内の様々な場所で本が読める環境づくりに取り組む考え 

◎ 小柳教育長（中央図書館 担当） 

本市では、図書館法に基づく図書館５館や、４６のコミュニティセンターに設置している分室、３

台の移動図書館車等の運用により、身近に読書に親しめる機会を提供しているところでございます。 

また、市内の様々な団体に対し、１箇月間、上限１５０冊の本を利用できる団体貸出制度を展開し

ており、学校や就学前施設、高齢者福祉施設など、約５００団体に登録いただき、各団体が「ミニ図

書館」としての役割を果たしております。 

昨年度は、これまで利用がなかった放課後児童クラブや子ども食堂などに対し、制度を周知したほ

か、今年度は、全国健康保険協会香川支部や高松商工会議所と連携し、事業所の食堂や休憩室等に本

を置いていただくよう依頼したところでございます。 

今後におきましても、引き続き団体貸出制度を促進するなど、学校や高齢者福祉施設、事業所など

市内の様々な場所で読書ができる環境づくりに取り組んでまいりたいと存じます。 

 

 

  (2) ビブリオバトル開催の経緯と現状、および活性化を図る考え 

◎ 小柳教育長（中央図書館 担当） 

本市図書館では、平成２８年度に策定した高松市子ども読書活動推進計画に基づき、読書離れが進

む傾向にある中学生の読書活動を支援するため、３０年度から、市内の中学生を対象とした知的書評

合戦（ビブリオバトル）を開催しているところでございます。 

第１回大会には、５０名の参加者がございましたものの、徐々に参加者が減少し、昨年度は、読書

活動が盛んな中学校に対し、個別に参加を依頼するなど、周知に努めてまいりましたが、中学校４校

から計８名の参加にとどまっている現状でございます。 

また、活性化を図る考えについてであります。 

ビブリオバトルは、創造力を豊かにし、感性を磨き、表現力を高め、生きる力を身につけていく上

で、効果的な事業であると認識をしております。 

このようなことから、今年度は、参加者の範囲を広げ、これまでの中学生に加え、小学４年生から

６年生までを対象とした「小学生ミニ・ビブリオバトル」を開催するとともに、当事者である子ども

たちと、ビブリオバトルの活性化策について、意見交換するなど、子どもの視点に立った読書への関

心を高める取組を推進してまいりたいと存じます。 



２８ 

 

  (3) 読書活動の重要性を周知啓発していく考え 

◎ 小柳教育長（中央図書館 担当） 

本市図書館では、これまで乳児へのブックスタート事業を始め、ヤングアダルトコーナーやビジネ

ス支援コーナーの設置など、あらゆる年齢層の市民に対し、読書への関心を高める取組を進めてきた

ところでございます。 

また、昨年度は、子どもから大人まで幅広い年齢層の方が参加できる朗読会を開催し、読書への関

心を高めたほか、本年七月の「せとうち島フェスタ２０２５」や１０月に開催されます「たかまつ市

場フェスタ２０２５」に移動図書館車ララ号を派遣するなど、読書を目的に来場されていない方々に

対しても、読書の楽しさや重要性について周知・啓発を図っているところでございます。 

読書は、子どもだけでなく、大人にとっても、人生をより豊かに生きる上で、重要なものと認識い

たしております。 

今後におきましても、幅広い年齢層を対象とした読書イベントの開催や、移動図書館車を積極的に

イベント等に派遣するなど、読書の楽しさや重要性について周知・啓発してまいりたいと存じます。 

 

 

 (4) 「本のまち」としてのシティープロモーションを進める考え 

◎ 小柳教育長（中央図書館 担当） 

 昨年、全国で上映された映画「本を綴(つづ)る」では、本市が主要な舞台となり、市内の複数の書

店の風景が撮影されたほか、本市図書館も協力し、移動図書館車ララ号を本映画に登場させたところ

でございます。 

このような中、御指摘のとおり、本市は、本や読書に関して恵まれた環境にあり、これは大きな強

みであり特長であると認識いたしております。 

このことから、まずは、市長部局と連携し、ＳＮＳなど、様々な媒体を活用することで「本のまち」

として市内外にＰＲを行い、「高松市シティプロモーション推進ビジョン」にございます、市民が誇

らしいと思える「内発的視点」と、市外の方から「羨ましい」と思っていただける「外発的視点」が、

双方向で好循環を繰り返していくことで、シビックプライドの醸成が図られ、シティプロモーション

につながっていくよう取り組んでまいりたいと存じます。 
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一般質問：糸瀨 文史 議員（自由民主党清新会） 

１ 市立小学校にミストシャワーを設置する考えについて 

◎ 一原教育局長（学校施設整備室 担当） 

ミストシャワーは、細かい霧状の水を噴霧することによる気化熱を利用し、周りの温度を下げる仕

組みで、特に日差しの強い屋外や、風通しの良い場所では、冷却効果が高くなる設備であると認識し

ております。 

ミストシャワーは、熱中症対策の有効な手段の一つであると存じておりますが、屋外の設備であり、

設置されている空間は涼しく感じることが出来る反面、空調設備のある教室へ入ることや、小まめな

水分補給などの熱中症対策に比べ、効果の検証が必要であるものと存じます。 

 教育委員会といたしましては、今後、ミストシャワーの設置につきましては、他都市の事例も参考

にしながら、調査研究してまいりたいと存じます。 

 

 

２ 小中学校における防犯対策訓練について 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

 市立小・中学校では、防犯対策の取組として、不審者対応等を取りまとめた「危機管理マニュアル」

を作成しておりますほか、全ての小・中学校に防犯カメラが設置されております。 

各学校では、「学校安全計画」に基づく避難訓練等を実施しており、不審者対応の訓練を行う際に

は、スクールガードリーダーや香川県警察にも御協力をいただき、子どもたちへの講話や、教職員へ

のさすまたの指導などを行っているところでございます。 

教育委員会といたしましては、今後におきましても、定期的な不審者対応の訓練を行うとともに、

関係機関等と連携し、防犯対策の実効性の向上に努めるよう、各学校に働きかけてまいりたいと存じ

ます。  
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一般質問： 大浦 真由美 議員（自由民主党清新会） 

２ 市立小・中学校における熱中症対策について 

 (1) 「熱中症警戒アラート」の発表時を含む学校現場での対策 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

市立小・中学校におきましては、「高松市学校における熱中症対策ガイドライン」に基づき、暑さ

指数計を活用し、活動場所の暑さ指数に応じた対策を行っております。 

具体的には、休み時間の屋外活動後のクーリングタイムの設定や、全校放送による水分補給の呼び

かけ、各種活動内容の短縮や変更など、児童生徒の健康状態に配慮を行いながら、日々の教育活動に

取り組んでいるところでございます。 

今後におきましても、気象庁や環境省からの最新情報をガイドラインに反映することで、実効性の

ある熱中症対策を講じてまいります。 

 

 

 

 (2) 「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合の対応と、保護者への周知方法 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

「熱中症特別警戒アラート」とは、県内の６箇所全ての観測地点における、翌日の日最高暑さ指数

が３５に達すると予測される場合において、午後２時に発表されるものであります。 

御質問にもありますように、本年７月には、各学校に対し、「熱中症特別警戒アラート」発表の翌

日は、登校を控え、オンライン授業の実施を検討するよう通知しております。 

更に、８月には、「熱中症特別警戒アラート」発表時の学校の具体的な対応について通知を行い、

各学校からは、オンライン授業への参加方法も含め、各家庭に周知を行ったところでございます。 

今後、「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合には、各学校が日常的に活用しているメール

配信や学校ホームページ等を通じて、保護者への周知を行うこととしております。 

教育委員会といたしましては、児童生徒の安全と健康を最優先に、学校現場との連携を一層強化し、

熱中症対策の更なる充実を図ってまいりたいと存じます。 
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 (3) オンラインでの授業実施における環境整備 

◎ 小柳教育長（ICT 教育推進室 担当） 

本市におきましては、これまでも感染症の影響や不登校、長期入院などで、やむを得ず登校できな

い児童生徒がいる場合に、一人一台端末を活用し、学校と家庭等をつないだオンライン授業を実施し

ているところでございます。 

また、家庭等の通信環境が整っていない場合には、モバイルＷｉ―Ｆｉルーターを貸し出し、全て

の児童生徒の学びを止めないよう、環境の整備に努めているところでございます。 

更に、オンライン授業の実施に係るＩＣＴ機器の操作方法につきましても、教員用と児童生徒用の

マニュアルを改めて見直し、市立小・中学校に配布したところでございます。 

教育委員会といたしましては、各学校がオンライン授業を適時適切に実施できるよう、今後とも支

援してまいりたいと存じます。 

 

 

 (4) オンライン授業を実施できない場合の、家庭学習における対応 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

本市におきましては、熱中症特別警戒アラートの発表時には、オンライン授業等の準備を前日に行

うよう、市立小・中学校に周知しており、オンライン授業の実施が困難な場合にも、前日にプリント

などの学習教材を配付することにより、アラート発表時も学習が保障されるものと考えております。 

また、準備が十分に行えない場合は、家庭での自学自習になることが想定されますが、現在、教育

委員会におきましては、子どもが主体的に取り組む家庭学習についての実践を各学校に働きかけてお

り、今後とも、こうした取組の充実を図ることにより、子どもの学びの保障に努めてまいりたいと存

じます。 
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一般質問： 前川 幸輝 議員（市民フォーラム 21） 

２ 国分寺隕石と国分寺中学校の天体ドームについて 

 (1) 国分寺隕石 40 周年記念事業を協力して行う考え【参考】 

◎ 河野健康福祉局長（こども未来館 担当） 

本市では、御紹介いただきましたように、当時収集された隕石を、こども未来館において常設展示

し、記憶の継承等に努めておりますほか、国立科学博物館にも貸し出し、学術研究等にも役立ててい

るところでございます。 

国分寺隕石に関しましては、これまでも、様々な記念事業が行われており、本市では、要望に応じ、

隕石を貸し出し、展示に協力してきたところでございます。 

今回の記念事業におきましては、国分寺中学校天文部が、生徒の制作した作品を展示するなど、地

元関係者が協力し、行われる事業と伺っており、本市といたしましても、市民の天文への興味・関心

を高める機会にもつながりますことから、隕石を貸し出し、この記念事業が有意義なものとなります

よう、協力してまいりたいと存じます。 

 

 

 (2) 天体ドームを改修する考え 

◎ 一原教育局長（学校施設整備室 担当） 

国分寺中学校の天体ドームは、約４０年前に当時の綾歌郡国分寺町から坂出市にかけて隕石が落下

したことを受け、地元からも天文学者らが育ってほしいという願いの下、設置され、部活動等でこれ

まで活用されてきたものでございます。 

 この天体ドームは、毎年専門業者に委託し、維持管理してきたところでございますが、設置から約 

四十年が経過し、劣化により、機能上、支障が出ている状況でございます。 

また、機器等も老朽化していることに加え、県内業者による修繕対応ができないなど、課題が多く

ございますことから、教育委員会といたしましては、まずは、対応方法について検討してまいりたい

と存じます。 
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３ 民間の持つスペースを自主学習スペースに活用する制度を創設する考えについて 

◎ 小柳教育長（生涯学習課 担当） 

近年、高まっている、学習の場の提供に対する市民ニーズに応えるため、本市では、市有施設の一

部を学習スペースとして無料開放しておりまして、生涯学習センターまなびＣＡＮや、市民交流プラ

ザ ＩＫＯＤＥ瓦町の共有スペースなどを、幅広い世代の方に利用いただいているところでございま

す。 

また、より身近で気軽に利用できる学習スペースとして、飲食店など民間商業施設の利活用も想定

されるところでございまして、学習場所の提供により若者等を支援することは、店舗側にも、社会貢

献活動につながるメリットがあるものと存じます。 

一方で、御質問にございます、神戸市の「まちなか自習室」の取組では、指定店舗に、一定の負担

をお願いするため、協力金を支出しているとも伺っておりまして、本市が同様の取組を行うに当たっ

ては、安定的・継続的に協力を得られる店舗の確保を始め、様々な課題があるものと存じております。 

このようなことから、民間の持つスペースを自主学習スペースに活用する制度の創設につきまして

は、そのニーズ把握も含め、今後の検討課題としてまいりたいと存じます。 
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一般質問： 横井 裕二 議員（自由民主党清新会） 

３ 高松プライドプロジェクトについて 

  ３年目を迎える高松プライドプロジェクトについての現状と今後の展開 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

 今年度の高松プライドプロジェクトにつきましては、８月に２日間、開催し、市立中学校と高松第

一高等学校の代表生徒２６名が参加しました。 

参加生徒は、ＰＲ動画を作成するため、初日は、自分たちで探した地域自慢を紹介するキャッチコ

ピーやナレーションなどを考え、２日目には、グループごとに絵コンテを作成してプレゼンテーショ

ンを行い、動画の完成イメージを共有しました。 

石清尾山古墳群や地域の方言、瀬戸の風景を始め、本市の歴史や文化、自然等について、中高生の

目線から見た地域自慢を次々と挙げ、どのようにすればその魅力を多くの人に伝えられるのか、真剣

に意見を出し合う生徒の姿は、本市の未来を担う力として、頼もしく感じるものでありました。 

また、参加した生徒からは、「自分が住むまちについて、もっと知りたいと思える機会になった」、

「今まで知らなかった高松の魅力を知り、地域や社会をよくするために、何かしてみたいという気持

ちが高まった」といった感想が聞かれ、本事業は大きな成果を上げていると捉えております。 

 今後は、完成した動画を市内の映画館やデジタルサイネージ、本市ホームページなどで広く発信す

ることを計画しており、子どもに限らず、動画を視聴した市民の方々のシビックプライド醸成にもつ

ながるものと存じます。 

 教育委員会といたしましては、ふるさとへの愛着や誇りが、子どもたちの人生において揺るぎない

礎となり、たくましく未来を切り拓いていけるよう、引き続き、シビックプライドの醸成に努めてま

いりたいと存じます。 
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《９月１９日（金）》 

一般質問： 﨑山 美幸 議員（自由民主党清新会） 

６ 子宮頸がん予防ワクチンの重要性について 

 (2) 学校において、子宮頸がん予防ワクチンの周知を他機関と連携して進めていく考え 

◎ 小柳教育長（保健体育課 担当） 

市立小・中学校におきましては、保健の授業において、がん予防について学習するとともに、がん

患者に関わる看護師からの講話の機会を設けるなど、健康や命の大切さを認識できるよう、他機関と

も連携し、がん教育を行っているところでございます。 

特に、中学生は、子宮頸がん予防ワクチンの接種対象となることから、学習の中で子宮頸がん予防

ワクチンについても触れ、生徒自身が自分事として考える機会となっております。 

教育委員会といたしましては、各学校において、がん予防に関わる様々な団体から送付される冊子

や、保健所からのお知らせを配布するほか、子宮頸がん予防ワクチンの接種に関する情報を、保健だ

よりに掲載するなど、関係機関による子宮頸がん予防ワクチンの周知に協力してまいりたいと存じま

す。 

 

 

７ 子どものトラブルに対する早期対応について 

 (1) 子どものトラブルに対する早期対応についての考え      

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

子どものトラブルについては、小さなことがきっかけで児童生徒に重篤な被害をもたらす事態へと

発展することもありますことから、対応に当たっては、早期発見・早期対応が重要であると認識して

いるところでございます。 

市立各学校におきましては、管理職のリーダーシップの下、日頃から児童生徒の身近にいる学級担

任を始め、全教職員が日々の教育活動の中でトラブルに対する感度を高め、小さな変化に気付くとと

もに、トラブルを認知した際には、情報を共有し、チームとして対応するよう努めているところでご

ざいます。 

教育委員会といたしましては、今後とも、管理職研修会や生徒指導主事研修会等を通じて、子ども

のトラブルに対し、組織として迅速に対応するよう各学校を指導してまいりたいと存じます。 
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(2) 情報モラル教育の現状 

◎ 小柳教育長（ICT 教育推進室 担当） 

本市では、情報モラル教育を推進するため、令和５年にデジタル教材「ＧＩＧＡワークブックたか

まつ」を作成し、全ての市立小・中学校に配布しているところでございます。 

各学校におきましては、本教材を活用し、ＳＮＳやインターネット等の具体的な使用場面を取り上

げ、児童生徒が、気をつけることを自分で考えたり、友達と話し合うなど、その適切な使い方や危険

性について、小学校低学年から学習しているところでございます。 

 また、本教材につきましては、ＩＣＴの急速な進化による社会環境の変化に対応するため、これま

で毎年、改訂を行ってきたところでございます。 

教育委員会といたしましては、今後とも、児童生徒のインターネットリテラシーの向上を図るため、

情報モラル教育の充実に努めてまいりたいと存じます。 

 

 

(3) ＳＮＳでのトラブルに対する未然防止の取組 

◎ 小柳教育長（少年育成センター 担当） 

本市におきましては、現在、こども園や幼稚園の未就学児の保護者向けに、「安全・安心なネット

利用」講座を実施し、保護者が子どもの情報通信機器の利用を見守る、いわゆる「ペアレンタルコン

ト ロール」の重要性のほか、家庭内でのインターネットの利用に係るルールづくりについて、周知・

啓発を行っているところでございます。 

また、メディアの良さと危険性を知り、賢く使うことを目的として作成しております「家族でチャ 

レンジ！スマート・メディア」のチラシを市内小・中学校の保護者へ配布するとともに、「スマート・

メディア」キャンペーンを実施することで、地域住民への啓発活動にも努めているところでございま

す。 

教育委員会といたしましては、香川県警察本部サイバー対策課や総務省が提供する相談窓口を含め

た最新の情報を、保護者向け講座の教材やパンフレット等で紹介するなど、より早い段階からの周知・

啓発に努め、ＳＮＳでのトラブルに対する未然防止に取り組んでまいりたいと存じます。 
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一般質問： 牟禮 俊也 議員（自由民主党清新会） 

１ 今年８月の教員の処分に係る事案について 

 (1) 市民や保護者の信頼の回復に向け、市としてどのように受け止めているのか、市長としての率直な 

   所感や今後の対応 

◎ 大西市長（学校教育課 担当） 

教育現場は、子どもたちの健やかな成長を支える極めて重要な場であり、そこに携わる教職員には、

高い倫理観と責任感が求められるものと存じます。 

今回の事案は、学校教育に対する信頼を著しく損なうものであり、誠に遺憾に存じているところで

ございます。 

私といたしましては、今回の事案を重く受け止めており、市民の皆様からの信頼を回復するため、

今後も引き続き、教育委員会と連携し、再発防止に向けた取組を推進してまいりたいと存じます。 

 

 

 (2) 今回の事案を受けての所感 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

教職員の綱紀の粛正につきましては、機会あるごとに注意喚起を行ってきたにもかかわらず、この

度、教員のわいせつな行為による事案が発生したことに対しまして、改めてお詫び申しあげます。 

こうした事案は、学校教育に対する信頼を大きく損なうものであり、極めて遺憾であると存じます。 

 

 

 (3) 今後の再発防止に向けた具体的な方策 

◎ 小柳教育長（学校教育課 担当） 

６月の本事案の報道を受けまして、臨時の校長研修会を開催した上で、全ての学校において、臨時

の職員会議等を開催し、本市が作成した研修資料や、文部科学省が公開している研修動画を基に、今

一度、全教職員に対し、法の趣旨の確認・徹底を図ったところでございます。 

教育委員会といたしましては、教職員一人一人が改めて職責の重さを自覚し、高い倫理観をもって

責任ある行動をとることが肝要と考えており、不祥事の未然防止に全力を尽くすよう、各学校を繰り

返し指導してまいりたいと存じます。 

 



３８ 

 

一般質問： 大見 昌弘 議員（自由民主党清新会） 

４ 市立小・中学校内の外構施設の老朽化対策について 

◎ 一原教育局長（学校施設整備室 担当） 

外構施設を含めた学校施設の修繕につきましては、学校からの連絡を受け、教育委員会の職員が現

場の状況を確認した上で、対応を行っており、その修繕内容は、児童生徒の安全・衛生面に関わるも

のや、緊急性の高いもの、また、学校運営に直接関わるものなど、多岐にわたりますことから、迅速

な対応に努めているものでございます。 

教育委員会といたしましては、学校施設長寿命化計画に基づき、老朽化対策を計画的に進めるとと

もに、日常的な維持管理を徹底することで、良好な施設環境の維持に取り組んでまいりたいと存じま

す。 

 

 

５ 福祉について 

 (2) 教育委員会の障がい者の雇用状況と今後の対応 

◎ 一原教育局長（教育局総務課 担当） 

教育委員会では、障がいのある職員の定着と活躍に向けた取組を推進するため、障がい者の雇用状

況や法定雇用率の引上げなどを踏まえ、令和７年３月に、「第２期高松市教育委員会障がい者活躍推

進計画」を策定し、障がい者の雇用拡大に取り組んでいるところでございます。 

令和７年度の障がい者雇用率につきましては、３．２パーセントでございまして、法定雇用率  

２．７パーセントを達成しており、今後におきましても、市長部局や関係機関と連携し、障がい特性

や個性に応じて能力を十分に発揮できる職場環境づくりに努め、引き続き、障がい者の新規雇用や職

場定着率の維持に取り組んでまいりたいと存じます。 
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